
（1）

非
上
場
株
式
市
場
と
取
引
所
第
二
部
開
設

松
尾　

順
介

は
じ
め
に

　

昨
年
、
一
一
月
よ
り
日
本
証
券
業
協
会
自
主
規
制
会
議
の
下
部
機
関
と
し
て
「
非
上
場
株
式
の
発
行
・
流
通
市
場
の
活
性
化
に
関

す
る
検
討
懇
談
会
」
が
設
置
さ
れ
、
非
上
場
株
式
取
引
制
度
の
課
題
・
改
善
策
に
つ
い
て
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。
筆
者
も
メ
ン
バ
ー

と
し
て
参
加
す
る
機
会
を
得
た
が
、
冒
頭
に
大
崎
貞
和
座
長
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
日
本
証
券
業
協
会
が
非
上
場
株
式
市
場
の
活

性
化
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
検
討
会
が
設
置
さ
れ
た
大
き
な
背
景
に
は
、
昨
今
内
外
で
非
上
場
株
式
市
場
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
特
に
、
時
価
総
額
一
〇
億
ド
ル
超
の
ユ
ニ
コ
ー
ン
企
業
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
は
、
非
上
場
市
場
の
存
在
感
を
大
い
に
高

め
、
市
場
関
係
者
の
注
目
を
集
め
た
だ
け
で
な
く
、
一
国
の
成
長
戦
略
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

特
に
、
米
国
で
は
い
わ
ゆ
る
ピ
ン
ク
シ
ー
ト
の
よ
う
な
非
上
場
市
場
が
市
場
の
す
そ
野
を
広
げ
て
お
り
、
取
引
所
上
場
銘
柄
と
非

上
場
銘
柄
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
非
上
場
市
場
は
潜
在
的
な
成
長
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
典
型
例
が

ユ
ニ
コ
ー
ン
企
業
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
は
東
証
改
革
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
取
引
所
市
場
の
割
合
が
大
き
い

反
面
、
非
上
場
市
場
は
極
め
て
矮
小
で
あ
り
、
い
わ
ば
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
、
日
本
の

証
券
市
場
で
は
ユ
ニ
コ
ー
ン
が
登
場
す
る
可
能
性
は
相
対
的
に
低
く
、
成
長
戦
略
上
の
課
題
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
歴
史
的
に
振
り
返
れ
ば
、
日
本
で
も
非
上
場
銘
柄
が
店
頭
市
場
で
取
引
さ
れ
た
実
績
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
戦
後
十
数
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年
間
は
か
な
り
の
存
在
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
非
上
場
銘
柄
は
一
九
六
一
年
（
昭

和
三
六
年
）
の
取
引
所
第
二
部
開
設
に
よ
り
、取
引
所
に
吸
収
さ
れ
、そ
の
後
の
株
式
市
場
は
上
場
市
場
を
中
心
と
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
歴
史
に
「
も
し
」
は
禁
物
で
あ
る
が
、
二
部
市
場
開
設
と
い
う
政
策
的
選
択
肢
が
採
用
さ
れ
ず
、
非
上
場
銘
柄
が
店
頭
市
場
の

ま
ま
で
取
引
さ
れ
て
い
れ
ば
、今
日
の
証
券
市
場
の
様
相
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

二
部
市
場
開
設
は
大
き
な
分
岐
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
二
部
市
場
開
設
と
い
う
政
策
的
選
択
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
主
な
ア
ク
タ
ー
に

焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
大
蔵
省
、
証
券
取
引
審
議
会
、
証
券
業
界
、
証
券
取
引
所
、
証
券
業

協
会
お
よ
び
発
行
会
社
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
の
関
与
つ
い
て
検
討
す
る
。

１　

二
部
市
場
開
設
前
の
店
頭
市
場
の
概
況

　

開
設
前
の
店
頭
市
場
は
、
か
な
り
組
織
さ
れ
た
集
団
的
な
取
引
市
場
と
証
券
業
者
の
店
舗
な
ど
で
取
引
さ
れ
る
店
頭
市
場
と
に
大

別
さ
れ
る
。

　

戦
後
証
券
取
引
所
閉
鎖
期
間
中
、
集
団
的
な
店
頭
取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
東
証
再
開
後
も
、
一
時
的
に
取
引

所
内
で
非
上
場
株
式
の
取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
年
）
証
券
取
引
委
員
会
よ
り
こ
れ
を
厳
禁
す

る
旨
の
指
示
に
よ
り
、
非
上
場
株
式
の
取
引
は
、「
各
業
者
の
店
舗
、
道
路
等
」
で
行
わ
れ
た
が
、
出
会
い
が
付
き
に
く
か
っ
た
た
め
、

一
か
所
に
集
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
１
）。

こ
の
背
景
に
は
、
取
引
所
閉
鎖
期
間
中
も
集
団
的
な
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
伏
線
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
東
京
の
実
栄
証
券
、
大
阪
の
仲
立
証
券
、
名
古
屋
の
共
栄
証
券
に

よ
っ
て
取
引
が
行
わ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
実
栄
証
券
は
東
京
証
券
取
引
所
の
才
取
会
員
で
あ
り
、
第
一
実
栄
証
券
か
ら
第
十
二
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実
栄
証
券
ま
で
の
一
二
社
、
仲
立
証
券
は
大
阪
証
券
取
引
所
の
仲
立
会
員
で
あ
り
、
第
一
仲
立
証
券
か
ら
第
十
二
仲
立
証
券
ま
で
の

一
一
社
（
第
四
仲
立
証
券
は
存
在
せ
ず
）、
共
栄
証
券
は
名
古
屋
証
券
取
引
所
の
才
取
会
員
で
あ
り
、
第
一
共
栄
証
券
か
ら
第
八
共

栄
証
券
ま
で
の
八
社
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
各
証
券
取
引
所
の
正
会
員
間
の
売
買
の
媒
介
を
専
業
と
す
る
証
券
会

社
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
才
取
会
員
に
よ
る
店
頭
取
引
は
、
証
券
業
協
会
の
規
制
の
下
に
運
営
さ
れ
、
実
栄
証
券
一
二
社
の
集
団
的

店
頭
取
引
は
、
日
証
館
の
同
社
事
務
所
内
で
行
わ
れ
て
お
り
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
一
〇
月
、
同
社
事
務
所
の
取
引
所
へ
の

移
転
に
伴
い
、
取
引
所
内
で
行
わ
れ
た
（
２
）。

以
下
、
集
団
的
店
頭
取
引
を
中
心
に
店
頭
取
引
に
つ
い
て
概
観
す
る
（
３
）。

（
１
）
売
買
銘
柄

　

集
団
的
店
頭
取
引
で
売
買
さ
れ
る
銘
柄
は
、
証
券
業
協
会
の
制
定
し
た
統
一
慣
習
規
則
「
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
の
処
理
に
関
す
る

規
則
」
に
基
づ
い
て
取
引
さ
れ
る
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
店
頭
取
扱
銘
柄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
銘
柄
は
、
各

証
券
会
社
の
店
頭
に
お
い
て
個
別
的
に
各
値
段
で
取
引
が
行
わ
れ
、
比
較
的
取
引
量
の
多
い
銘
柄
を
「
特
殊
銘
柄
」
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
（
４
）。

　

こ
の
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
の
承
認
基
準
は
、
図
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
店
頭
取
扱
銘
柄
は
、
規
則
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
慣
行
的
に
取
引
さ
れ
て
い
た
銘
柄
で
あ
り
、
上
場
銘
柄

の
う
ち
売
買
停
止
銘
柄
、
上
場
廃
止
銘
柄
お
よ
び
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
か
ら
外
さ
れ
た
銘
柄
の
う
ち
か
ら
、
協
会
が
指
定
し
た
も
の

を
指
し
て
い
た
（
５
）。

　

具
体
的
な
売
買
銘
柄
に
関
し
て
は
、
別
表
の
通
り
で
あ
る
。
当
時
の
店
頭
銘
柄
と
し
て
、
ソ
ニ
ー
（
東
京
通
信
工
業
）
や
本
田
技

研
工
業
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
プ
（
早
川
電
機
工
業
）
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
以
外
で
も
か
な
り
多
数
の
有



（4）

名
企
業
が
登
場
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
表
は
一
九
五
五
（
昭
和
三

〇
）
年
一
〇
月
一
〇
日
時
点
の
銘
柄
で
あ
り
、
そ
の
後
も
続
々
と
承

認
を
得
て
お
り
、こ
の
表
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
銘
柄
も
多
数
あ
る
。

例
え
ば
、
大
王
製
紙
、
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
、
安
宅
産
業
、
大
成
建

設
、
十
合
、
日
本
信
用
販
売
、
江
崎
グ
リ
コ
、
日
本
ビ
ク
タ
ー
、
国

際
航
業
、
横
浜
銀
行
、
井
関
農
機
、
東
京
電
気
化
学
工
業
、
大
林
組
、

名
糖
産
業
、
佐
藤
工
業
、
サ
ン
ウ
ェ
ー
ブ
工
業
、
ヤ
マ
ハ
発
動
機
、

蝶
理
、
飛
島
土
木
、
エ
ー
ザ
イ
、
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
金
銭
登
録
機
、

伊
奈
製
陶
、
厚
木
ナ
イ
ロ
ン
工
業
、
樫
山
、
ト
リ
オ
、
栗
田
工
業
、

伊
東
ハ
ム
栄
養
食
品
、
丸
石
自
転
車
、
岡
村
製
作
所
、
湯
浅
金
物
、

清
水
建
設
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
タ
イ
ヤ
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
万
年
筆
、
セ
ー

ラ
ー
万
年
筆
、
森
下
仁
丹
、
保
谷
硝
子
、
ニ
チ
バ
ン
、
菱
備
製
作
所
、

天
田
製
作
所
、
日
立
金
属
工
業
、
パ
イ
オ
ニ
ア
、
不
二
サ
ッ
シ
工
業
、

鹿
島
建
設
、
相
模
ゴ
ム
工
業
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う

に
証
券
大
手
四
社
も
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
２
）
取
引
方
法

　

集
団
的
店
頭
市
場
に
お
け
る
取
引
方
法
は
、以
下
の
通
り
で
あ
る
。

図表１　店頭売買承認銘柄の承認基準

区分　　　　　協会 東京 大阪 名古屋
設立年数 ２年以上
資本金 ５千万円以上 ３千万円以上
配当 最近３期間10％以上

継続
最近３期（１年１決
算期では２期）以上
配当継続

―

株主数 250名以上（大株主、役員、縁故者に株式数が偏しないこと）
取引所所在地区に分
布している
⑴　株主数
⑵　株式数

⑴　 総株主数の30％
以上

⑵　 発行済株式総数
の30％以上

⑵　発行済株式総数の30％以上

名義書換所、取次所、
連絡所

京浜地区 京阪神地区 中部地区

その他 紹介証券会社は月３
千株以上の売買義務
がある

（出所）大蔵省理財局「店頭市場の現状と問題点（未定稿）」（昭和36年２月22日）、小林和子監修『日
本証券史資料　戦後編』第８巻、157頁
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①　

取
引
時
間
：
午
前
九
時
〜
一
〇
時
五
〇
分
、
午
後
一
時
〜
二
時
五
〇
分

②　

取
引
銘
柄
：
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
お
よ
び
店
頭
取
扱
銘
柄

③　

売
買
契
約
締
結
方
法
：
才
取
会
員
の
媒
介
に
よ
り
行
わ
れ
る

④　

売
買
単
位
：
五
〇
〇
株
単
位
（
額
面
五
〇
〇
円
の
も
の
は
一
〇
〇
株
単
位
）、
一
〇
〇
株
〜
四
〇
〇
株
の
売
買
取
引
の
価
格
は

単
位
株
の
価
格
に
準
ず
る

⑤　

値
段
の
表
示
：
気
配
相
場
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
約
定
値
段
を
表
示
す
る
こ
と
も
あ
る
）

　

な
お
、
集
団
的
店
頭
市
場
以
外
の
取
引
方
法
は
、
証
券
業
者
の
店
頭
で
相
対
の
仕
切
り
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
３
）
取
引
参
加
者

　

集
団
的
店
頭
取
引
に
参
加
で
き
る
の
は
、
正
会
員
の
み
で
あ
り
、
非
会
員
業
者
は
参
加
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
非
会
員
業
者
の
資
力
や
資
産
内
容
に
不
安
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
才
取
会
員
は
正
会
員
間
の
取
引
の
媒
介
を
使
命
と
し

て
い
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
非
会
員
業
者
の
取
引
参
加
希
望
は
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
４
）
受
渡
し

　

店
頭
売
買
の
受
渡
方
法
は
、
原
則
と
し
て
取
引
所
取
引
の
普
通
取
引
同
様
、
四
日
目
受
渡
し
で
あ
っ
た
が
、
慣
行
に
よ
っ
て
売
り

方
が
買
い
方
の
承
諾
を
得
れ
ば
、
七
日
目
ま
で
履
行
を
延
期
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
（
売
り
方
勝
手
渡
し
）。
た
だ
し
、
七
日
目
以

降
に
お
い
て
は
、
売
り
方
は
品
貸
料
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
た
（
延
期
を
重
ね
た
場
合
で
も
、
約
定
日
か
ら
一
九
日
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
）。
さ
ら
に
、
こ
の
期
間
を
超
え
て
も
受
渡
し
が
還
流
し
な
い
場
合
は
、
買
い
方
は
そ
れ
を
証
券
業
協
会
に
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申
告
し
、
売
り
方
は
協
会
の
処
置
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
店
頭
売
買
の
受
渡
し
は
相
対
受
渡
し
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
業
者
間
で
株
券
と
代
金
を
持
ち
回
っ
て
決
済
が
行
わ
れ
て
い

た
が
、
東
京
で
は
東
京
証
券
株
式
会
社
（
一
九
五
七
年
一
二
月
以
降
）、
名
古
屋
お
よ
び
大
阪
で
は
、
中
部
証
券
代
行
株
式
会
社
お

よ
び
大
阪
証
券
代
行
株
式
会
社
（
一
九
六
一
年
一
月
以
降
）
が
受
渡
代
行
機
関
と
な
っ
た
。

（
５
）
価
格
公
表

　

店
頭
市
場
の
価
格
に
つ
い
て
は
、『
日
本
証
券
新
聞
』
等
で
公
表
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
八
月
以
降
は
短

波
放
送
で
報
道
さ
れ
た
。
当
時
、
日
本
短
波
放
送
が
東
京
証
券
業
協
会
に
対
し
て
、
店
頭
市
況
放
送
室
設
置
場
所
の
借
用
を
願
い
出

て
お
り
、
そ
の
文
書
に
よ
る
と
、
店
頭
市
況
放
送
の
必
要
性
が
前
年
の
六
月
頃
よ
り
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
各
証
券
会

社
に
対
し
て
意
向
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
圧
倒
的
な
賛
同
を
得
る
と
と
も
に
、
大
蔵
省
側
も
こ
れ
を
了
解
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
Ｎ
Ｓ
Ｂ
市
況
通
信
社
を
設
立
し
た
と
こ
ろ
、
二
月
二
〇
日
に
は
証
券
会
社
三
三
社
一
二
五
店
舗
の
正
式
申
し
込
み
を
受
け
、
放

送
開
始
時
に
は
約
四
〇
〇
店
舗
に
達
す
る
見
通
し
を
得
た
と
い
う
（
６
）。

　

こ
の
当
時
、
速
報
性
が
高
く
、
一
般
に
入
手
し
や
す
い
株
価
情
報
は
ラ
ジ
オ
放
送
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
ラ
ジ
オ
で
価
格
情

報
が
配
信
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
当
時
の
証
券
会
社
の
店
舗
数
は
全
国
合
計
二
、
八
四
一
で
あ

り
、
こ
の
市
況
放
送
は
東
京
の
集
団
的
店
頭
売
買
価
格
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
申
し
込
み
店
舗
は
、
東
京
を
中
心
と
し
た

関
東
一
円
に
所
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
当
時
の
こ
の
地
域
の
店
舗
数
や
こ
の
四
〇
〇
店
舗
と
い
う
見
通
し
が
実
現
し
た
か
ど

う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
こ
の
見
通
し
通
り
な
ら
ば
、
か
な
り
の
店
舗
に
お
い
て
相
場
情
報
が
日
々
流
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
６
）
売
買
状
況

　

当
時
の
売
買
高
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
デ
ー
タ
は
、
正
会
員
業
者
の
み
を
集
計
し
て
お
り
、
非
会
員
の
取
引
が

含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
売
買
高
は
よ
り
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

二
部
市
場
開
設
前
の
店
頭
市
場
の
状
況
に
つ
い
て
、
東
証
才
取
会
員
協
会
『
才
取
史
』

に
は
、
昭
和
三
〇
年
代
の
景
気
拡
大
と
と
も
に
店
頭
市
場
も
活
況
を
呈
し
、
東
京
証
券
業

協
会
の
店
頭
取
引
新
規
承
認
銘
柄
数
は
、
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
二
二
社
、
一
九
五

七
（
同
三
二
）
年
二
〇
社
、
一
九
五
八
（
同
三
三
）
年
二
一
社
、
一
九
五
九
（
同
三
四
）

年
三
六
社
、
一
九
六
〇
（
同
三
五
）
年
四
九
社
、
一
九
六
一
（
同
三
六
）
年
一
〜
九
月
一

二
一
社
と
な
り
、
店
頭
取
引
承
認
会
社
数
は
三
三
六
社
に
及
ん
で
い
た
だ
け
で
な
く
、
店

頭
公
開
さ
れ
る
と
株
価
が
公
開
価
格
の
数
倍
に
上
昇
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
手
証
券
の
み
な
ら
ず
中
堅
証
券
も
含
め
て
、
有
望
な

新
規
公
開
会
社
を
め
ぐ
っ
て
激
烈
な
引
受
競
争
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
特
に
新
技
術
や
新

し
い
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
た
店
頭
銘
柄
に
は
投
資
家
の
注
目
が
集
ま
り
、
中
堅
企
業
の
資
金

調
達
に
と
っ
て
店
頭
市
場
が
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
店
頭
取
引
ブ
ー
ム
と
い
う
べ
き
状
況
は
、
過
度
に
投
機
的
な
様
相
を
含
ん
で
い
た

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）。

　

ま
た
、
日
興
証
券
『
日
興
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
は
、
同
社
の
店
頭
七
〇
種
平
均

図表２　店頭売買高
（一日平均、単位：千株）

区分

年

東京 大阪 名古屋 計
店頭
市場
（A）

集団的
店頭市
場（B）

B/A
店頭
市場
（A）

集団的
店頭市
場（B）

B/A
店頭
市場
（A）

集団的
店頭市
場（B）

B/A
店頭
市場
（A）

集団的
店頭市
場（B）

B/A

1955 1,612   654 40.6 ― ― ― ― 44 ― 1,612   654 40.6
1956 2,482   870 35.1   898 115 12.8   730 76 10.4 4,110 1,061 25.8
1957 1,882   716 38.0   857 108 12.6   554 58 10.5 3,293   882 26.8
1958 1,818   724 39.8 1,548 148  9.6   632 60  9.5 3,998   932 23.3
1959 3,178 1,492 46.9 1,155 213 18.4   956 68  7.1 5,289 1,773 33.5
1960 6,502 2,968 45.5 2,113 547 25.9 1,262 95  7.5 9,877 3,610 36.5

（出所）前掲、大蔵省理財局、156頁
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株
価
は
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
末
か
ら
六
一
（
同
三
六
）
年
二
月
一
五
日
ま
で
の
短
期
間
に
、
二
四
・
三
％
上
昇
し
た
こ
と

を
伝
え
、
当
時
の
市
況
の
特
徴
と
し
て
、
大
型
株
停
滞
・
中
小
型
株
上
昇
が
顕
著
で
あ
り
、
大
衆
の
投
資
傾
向
が
投
機
化
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
８
）

。
ま
た
、
東
京
証
券
業
協
会
も
店
頭
銘
柄
の
う
ち
、
一
部
の
品
薄
株
お
よ
び
値
が
さ
株
に
異
常
な
価
格
変
動

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
受
注
に
関
し
て
は
十
分
注
意
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
（
９
）。

　

な
お
、
東
証
才
取
会
員
協
会
『
才
取
史
』
は
、
当
時
の
店
頭
市
場
の
活
況
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
実
栄
証
券
の
事
務
所
が

「
国
鉄
ラ
ッ
シ
ュ
そ
こ
の
け
の
大
混
雑
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る）10
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
東
京
証
券
業
協
会
は
、
当
時

の
実
栄
証
券
の
ス
ペ
ー
ス
が
約
三
〇
坪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
場
所
で
常
時
二
〇
〇
名
の
取
引
所
会
員
の
従
業
員
と
三
〇

名
の
実
栄
証
券
従
業
員
が
業
務
を
行
っ
て
お
り
、
一
坪
当
た
り
の
人
員
は
七
・
六
人
と
い
う
密
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ペ
ー
ス
の

拡
張
を
東
証
に
依
頼
し
、
具
体
的
な
拡
張
案
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
拡
張
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
ー
ス
は
七
六
坪
に
拡
が
り
、

実
栄
証
券
前
の
廊
下
で
の
集
ま
り
が
解
消
さ
れ
る
と
の
見
通
し
も
示
し
て
い
る）11
（

。

２　

東
京
証
券
取
引
所
お
よ
び
東
京
証
券
業
協
会

　

市
場
第
二
部
開
設
の
嚆
矢
と
な
る
議
論
を
最
初
に
展
開
し
た
の
は
、東
京
証
券
取
引
所
お
よ
び
東
京
証
券
業
協
会
と
考
え
ら
れ
る
。

　

東
京
証
券
取
引
所
『
五
〇
年
史
』
に
よ
る
と
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
三
月
、
東
京
証
券
業
協
会
と
共
同
し
て
「
第
二
市
場

制
度
研
究
特
別
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
市
場
と
は
、
既
存
の
上
場
市
場
と
は
別
個
の
市
場
開

設
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
企
図
が
浮
上
し
た
背
景
に
は
、
同
時
期
に
表
面
化
し
た
、
東
亜
石
油
な
ど
の
品
薄
株
の
買
占
め
事
件
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る）12
（

。
こ
れ
ら
の
被
買
収
企
業
の
株
価
は
乱
高
下
し
た
た
め
、
取
引
所
は
値
幅
制
限
の
強
化
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
上



（9）

場
審
査
基
準
の
強
化
と
上
場
廃
止
基
準
の
制
定
を
講
じ
る
必
要
が
高
ま
り
、
そ
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
上
場
基
準
を
強

化
す
れ
ば
、
上
場
銘
柄
に
も
不
適
合
銘
柄
が
生
じ
、
そ
の
処
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
第
二
市
場
論
が
浮
上

し
た）13
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
同
委
員
会
の
第
二
市
場
論
に
と
っ
て
、
証
券
取
引
法
上
の
規
定
、「
証
券
取
引
所
は
二
以
上
の
有
価
証
券
市
場

を
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
」（
第
八
七
条
）
は
高
い
障
壁
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
仮
に
別
個
に
取
引
所
を
新
設
す
る
と
し
て
も
、
上
場

銘
柄
の
振
り
分
け
、
会
員
資
格
区
分
、
経
費
負
担
な
ど
、
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
第
二
市
場
の
開
設
は
時
期
尚
早

と
結
論
さ
れ
、
同
年
七
月
に
は
同
委
員
会
は
解
散
し
た）14
（

。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
二
市
場
論
は
い
っ
た
ん
と
ん
挫
し
、
上
場
基
準
の
改
正
、
店
頭
市
場
の
自
主
規
制
の
強
化
、
非
会
員
業

者
の
店
頭
取
引
参
加
、
受
渡
し
決
済
の
合
理
化
な
ど
、
個
別
的
に
解
決
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た）15
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
間
も
店
頭
市
場
の
活
況
は
続
き
、
銘
柄
数
も
増
加
し
て
い
っ
た
た
め
、
店
頭
市
場
そ
の
も
の
の
在
り
方
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
価
格
形
成
お
よ
び
受
渡
し
の
面
で
投
資
家
保
護
に
不
安
が
あ
る
こ
と
、
②
中
堅
企
業
育

成
の
た
め
に
は
現
状
の
ま
ま
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
③
集
団
売
買
が
取
引
所
類
似
行
為
に
該
当
す
る
疑
念
が
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
、
特
に
取
引
所
類
似
行
為
に
関
し
て
は
、
集
団
売
買
が
取
引
所
内
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
東
証
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い

も
の
と
み
な
さ
れ
た）16
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
店
頭
市
場
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
主
導
し
た
の
は
、
大
蔵
省
お
よ
び
証
券
取
引
審

議
会
で
あ
る
。
以
下
、
両
者
の
議
論
を
考
察
す
る
。
な
お
、
証
券
取
引
審
議
会
に
関
し
て
は
議
事
録
等
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
所
収
の
文
書
に
依
拠
し
て
考
察
す
る
。
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３　

大
蔵
省
お
よ
び
証
券
取
引
審
議
会

　

店
頭
市
場
に
関
し
て
、当
時
の
大
蔵
省
理
財
局
は
「
株
式
流
通
市
場
に
関
す
る
問
題
点
（
未
定
稿
）」（
昭
和
三
五
年
一
二
月
一
日
）

の
中
で
、「
最
近
、
非
上
場
証
券
の
店
頭
取
引
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
た
め
そ
の
公
正
円
滑
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
或
い

は
店
頭
市
場
の
組
織
化
が
進
み
取
引
所
類
似
施
設
と
な
る
虞
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
取
引
所
所
在
地
の
店
頭
市
場
を
組
織
化
し
て

正
規
の
取
引
所
（
第
二
取
引
所
）
を
設
置
す
べ
し
と
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
こ
の
場
合
、
第
二
取

引
所
と
第
一
取
引
所
と
の
関
係
、
第
二
取
引
所
と
地
方
取
引
所
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
」
と
の
認
識
を
示
し
、
こ

れ
を
証
券
取
引
審
議
会
に
問
題
提
起
し
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
二
月
か
ら
証
券
取
引
審
議
会
は
審
議
を
開
始
し
た）17
（

。
こ
れ
以

降
、
同
審
議
会
で
は
六
月
ま
で
に
一
〇
回
に
わ
た
る
審
議
が
重
ね
ら
れ
た）18
（

。

　

こ
の
間
、
大
蔵
省
理
財
局
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
一
連
の
文
書
を
提
示
し
て
お
り
、
以
下
こ
れ
ら
の
文
書
に
沿
っ
て
考
察
す
る
が
、

紙
幅
の
関
係
上
、
各
文
書
の
要
点
を
摘
出
し
、
議
論
の
展
開
の
概
要
を
考
察
す
る
。

（
１
）
大
蔵
省
理
財
局
「
第
二
市
場
の
問
題
点
（
未
定
稿
）」（
昭
和
三
六
年
二
月
一
日
）

　

証
券
取
引
審
議
会
の
審
議
開
始
に
際
し
て
提
示
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
店
頭
市
場
の
問
題
点
と
し
て
、
①
証
取
法
一
九
一
条
に
基

づ
く
有
価
証
券
市
場
類
似
施
設
の
開
設
禁
止
、
②
投
資
者
保
護
を
挙
げ
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
店
頭
市
場
が
組
織
化
と
管
理
の

強
化
を
進
め
て
い
る
こ
と
、
②
つ
い
て
は
過
当
投
機
と
不
公
正
取
引
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
が
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
第

二
市
場
の
形
態
と
し
て
、
具
体
的
に
以
下
の
選
択
肢
を
列
挙
し
て
い
る
。

①　

第
二
取
引
所
案
：
証
券
取
引
法
八
七
条
の
規
定
は
、
地
方
取
引
所
の
健
全
な
育
成
の
た
め
に
、
中
央
取
引
所
が
各
地
に
支
所
を

設
け
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
の
、
異
な
る
銘
柄
グ
ル
ー
プ
を
異
種
物
件
と
し
て
、「
別
法
人
に
よ
る
取
引
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所
設
立
」
は
認
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

②　

同
一
取
引
所
の
第
二
市
場
案
：
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
八
七
条
違
反
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
同
法
の
改
正

な
い
し
廃
止
に
踏
み
込
ま
な
い
限
り
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③　

折
衷
案
：
別
法
人
に
よ
る
取
引
所
の
設
立
か
、
ま
た
は
地
方
取
引
所
上
場
銘
柄
の
う
ち
資
本
金
五
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
発
行
会

社
に
対
し
て
第
一
取
引
所
へ
の
上
場
促
進
を
行
う
案
で
あ
り
、
こ
の
場
合
東
京
の
第
二
取
引
所
に
は
地
方
上
場
銘
柄
の
う
ち
東
京

店
頭
扱
い
の
銘
柄
が
上
場
さ
れ
る
と
と
も
に
、地
方
取
引
所
は
東
京
第
二
取
引
所
上
場
銘
柄
の
重
複
上
場
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
案
は
地
方
取
引
所
と
の
調
整
と
い
う
点
で
現
実
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
案
を
列
挙
し
た
後
、①
案
の
第
二
取
引
所
設
立
に
関
し
て
は
、上
場
銘
柄
、会
員
、施
設
、積
立
金
、経
費
面
の
検
討

と
と
も
に
、売
買
の
公
正
性
、投
資
者
保
護
、地
方
産
業
の
育
成
な
ど
の
面
か
ら
も
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
結
論
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

市
場
類
似
施
設
に
つ
い
て
は
当
然
禁
止
さ
れ
る
べ
き
と
し
、現
状
の
店
頭
市
場
の
ま
ま
で
は
許
容
で
き
な
い
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
は
、
そ
の
二
か
月
前
の
文
書
「
株
式
流
通
市
場
に
関
す
る
問
題
点
（
未
定
稿
）」
よ
り
も
か
な
り
具
体
的
で
、
踏
み
込

ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
最
終
的
に
選
択
さ
れ
る
②
同
一
取
引
所
の
第
二
市
場
案
が
困
難
な
選
択
と
み

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
２
）
大
蔵
省
理
財
局
「
店
頭
市
場
の
現
状
と
問
題
点
（
未
定
稿
）」（
昭
和
三
六
年
二
月
二
二
日
）

　

ま
ず
、
現
状
の
集
団
的
店
頭
市
場
は
、
実
質
的
に
第
二
市
場
に
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
、
価
格
形
成
の
公
正
性
確
保
、
流

通
の
円
滑
化
、
投
資
者
保
護
に
関
し
て
今
少
し
管
理
を
強
化
す
れ
ば
、
別
個
に
第
二
取
引
所
を
設
置
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
考
え

方
が
冒
頭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
別
個
に
取
引
所
を
設
立
す
る
ま
で
も
な
く
、
①
現
状
の
上
場
審
査
基
準
を
引
き
下
げ
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て
、
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
を
極
力
上
場
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
、
②
現
状
の
東
証
市
場
を
第
一
市
場
と
し
て
、
別
個
に
第
二
市
場
を

開
設
す
る
と
い
う
考
え
方
と
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
取
引
所
を
設
立
し
た
場
合
の
問
題
点
と
し
て
、
①
会
員
の
問
題
、

②
上
場
銘
柄
の
問
題
、
売
買
取
引
方
法
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
で
は
、
冒
頭
か
ら
第
二
取
引
所
設
立
の
必
要
性
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
そ
の
問
題
点
が
か
な
り
詳
し
く
論
述
さ
れ

て
お
り
、
議
論
の
方
向
性
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
３
）
大
蔵
省
理
財
局
「
店
頭
取
引
の
取
引
所
市
場
へ
の
組
織
化
の
方
法
に
つ
い
て
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
三
月
一
三
日
）

　

こ
こ
で
は
①
現
在
の
取
引
所
に
「
三
類
銘
柄
（
ま
た
は
二
部
銘
柄
）」
と
し
て
上
場
す
る
、
②
現
在
の
取
引
所
と
は
別
に
第
二
取

引
所）19
（

を
設
置
す
る
と
い
う
二
案
が
挙
げ
ら
れ
、
①
に
つ
い
て
は
、
一
・
二
類
銘
柄
の
上
場
基
準
を
引
き
下
げ
た
「
三
類
銘
柄
」
上
場

基
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、三
類
銘
柄
を
別
グ
ル
ー
プ
と
し
て
三
類
銘
柄
の
ポ
ス
ト
を
新
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
文
書
で
は
、
二
案
に
つ
い
て
適
切
さ
を
検
討
し
た
上
で
、「
三
類
銘
柄
と
し
て
上
場
す
る
」
方
法
が
適
切
で
あ
る
と
し
、
取
引

所
内
に
第
二
市
場
を
設
置
す
る
と
の
結
論
を
示
し
、
現
行
の
二
部
市
場
開
設
が
か
な
り
明
確
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
大
蔵
省
理
財
局
「
第
二
市
場
設
置
に
つ
い
て
の
問
題
点
」（
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
）

　

こ
こ
で
は
、
再
度
上
記
二
案
を
比
較
秤
量
し
、
取
引
所
内
に
第
二
市
場
開
設
に
つ
い
て
は
、
証
取
法
八
七
条
の
問
題
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
試
み
て
い
る
。
要
点
と
し
て
は
、
同
法
の
立
法
趣
旨
を
「
各
地
に
独
立
し
た
取
引
所

を
設
置
せ
し
め
る
」
も
の
と
し
た
う
え
で
、
取
引
所
が
別
個
の
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
開
設
す
る
場
所
の
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず
禁
止
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
二
以
上
の
有
価
証
券
市
場
を
開
設
」
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
状
態
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に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
の
文
書
が
取
引
所
内
に
第
二
市
場
を
設
置
す
る
こ
と
を
結
論
と
し
つ
つ
も
、
八

七
条
問
題
が
大
き
な
障
壁
と
な
る
と
い
う
認
識
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
大
蔵
省
理
財
局
「
第
二
市
場
設
置
に
つ
い
て
の
論
点
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
）

　

先
の
文
書
と
同
一
の
日
付
で
提
示
さ
れ
、
大
蔵
省
の
起
草
し
た
文
書）20
（

と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
引
所
内
に
第
二
市
場
を
設
置
す

る
場
合
、
現
行
法
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
を
明
瞭
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、「
重
要
な
こ
と
は
む
し
ろ
、
先
ず
実

体
的
に
い
ず
れ
か
の
方
法
が
、
よ
り
適
当
で
あ
り
又
現
実
に
即
し
て
い
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
必
要

が
あ
れ
ば
法
律
改
正
を
行
う
と
の
態
度
で
進
む
べ
き
」
と
述
べ
て
お
り
、
も
し
こ
れ
が
大
蔵
省
の
文
書
で
あ
れ
ば
、
こ
の
方
向
で
積

極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
大
蔵
省
理
財
局
「
第
二
市
場
の
設
置
方
式
に
つ
い
て
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
四
月
一
〇
日
）

　

こ
こ
で
は
、
再
度
、
取
引
所
内
に
集
団
的
店
頭
取
引
を
吸
収
さ
せ
る
Ａ
案
と
、
新
た
に
取
引
所
を
設
け
る
Ｂ
案
と
を
比
較
秤
量
し

て
お
り
、
主
な
論
点
は
以
前
の
文
書
と
重
複
し
て
い
る
が
、
Ａ
案
に
お
け
る
売
買
管
理
に
つ
い
て
、
第
二
部
銘
柄
に
つ
い
て
は
、
価

格
変
動
幅
が
大
き
い
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
仮
需
給
を
導
入
し
な
い
と
し
て
お
り
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
に
踏
み
込
ん
だ
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

（
７
）
大
蔵
省
理
財
局
「
第
二
市
場
に
お
け
る
売
買
管
理
の
問
題
点
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
四
月
一
九
日
）

　

こ
れ
は
、
証
券
取
引
審
議
会
に
委
員
限
と
し
て
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
売
買
管
理
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
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込
ん
だ
検
討
を
行
い
、
管
理
上
の
論
点
と
し
て
、
①
売
買
契
約
締
結
の
方
法
、
②
売
買
取
引
の
期
限
、
③
仕
切
り
バ
イ
カ
イ
の
禁
止
、

④
株
式
公
開
の
た
め
の
売
買
、
⑤
貸
借
取
引
の
抑
制
、
⑥
過
当
投
機
の
抑
制
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
第
二
部
の
売
買

制
度
に
踏
み
込
ん
で
お
り
、
す
で
に
こ
の
方
向
で
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
８
）
証
券
取
引
審
議
会
「
第
二
市
場
の
設
置
に
伴
う
具
体
的
な
諸
問
題
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
四
月
頃
）

　

上
記
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
文
書
で
あ
り
、
主
た
る
論
点
は
そ
れ
ま
で
の
大
蔵
省
の
文
書
と
重
複
し
て
い

る
が
、
現
在
の
取
引
所
に
集
団
的
店
頭
市
場
を
吸
収
す
る
方
法
に
議
論
が
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
第
二
市
場

の
設
置
地
域
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
、
東
京
・
大
阪
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
大
蔵
省
理
財
局
「
現
在
の
取
引
所
に
第
二
市
場
を
併
設
す
る
場
合
の
問
題
点
（
メ
モ
）」（
昭
和
三
六
年
五
月
一
日
）

　

こ
こ
で
は
、
上
場
審
査
基
準
を
第
一
市
場
部
上
場
基
準
と
第
二
市
場
部
上
場
基
準
に
分
け
、
現
在
の
会
員
に
は
両
市
場
で
の
取
引

を
認
め
る
と
し
た
う
え
で
、
新
た
な
非
会
員
お
よ
び
地
方
会
員
の
参
加
に
つ
い
て
、（
第
一
案
）
特
別
の
会
員
扱
い
と
し
、
シ
ー
ト

料
は
徴
収
せ
ず
、
第
二
市
場
部
の
み
の
取
引
だ
け
を
認
め
、
議
決
権
も
同
市
場
に
関
す
る
事
項
に
制
限
す
る
、（
第
二
案
）
新
た
に

参
加
す
る
会
員
か
ら
は
シ
ー
ト
料
は
徴
収
せ
ず
、
脱
退
の
場
合
に
会
員
権
の
譲
渡
を
認
め
ず
、
無
償
で
取
引
所
に
返
還
さ
せ
る
が
、

議
決
権
に
制
限
を
付
け
な
い
と
い
う
二
案
を
提
示
し
、
売
買
管
理
に
つ
い
て
も
両
市
場
の
管
理
方
法
を
区
別
す
る
と
い
う
前
提
で
、

立
法
上
の
問
題
点
と
し
て
、
現
行
規
定
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
た
め
、
改
正
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
案
が
考
え
ら
れ
る
か
と

い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
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（
10
）
内
閣
法
制
局
「
証
券
取
引
法
第
八
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
六
年
五
月
四
日
）

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
内
閣
法
制
局
は
、
同
法
が
同
時
に
二
以
上
の
価
格
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
る
趣
旨
と
し
た
上
で
、
以

下
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
①
資
本
金
や
株
主
分
布
状
況
に
基
づ
き
、
第
一
市
場
部
上
場
基
準
と
第
二
部
市
場
上
場
基
準
が
区
別
さ

れ
て
い
る
場
合
で
も
、
法
的
に
は
同
一
市
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
七
条
に
抵
触
し
な
い
。
②
売
買
管
理
に
お
い
て
、
両
市
場
の
理

事
者
が
同
一
で
あ
り
、
基
本
的
に
同
一
の
売
買
管
理
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
値
幅
制
限
な
ど
の
点
で
差
異
が
あ
っ
て
も
、
八

七
条
に
は
抵
触
し
な
い
。
③
両
市
場
の
会
員
の
大
部
分
が
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
八
七
条
に
抵
触
し
な
い
。
つ
ま
り
、
結
論
と
し
て
、

取
引
や
議
決
権
の
制
限
を
行
わ
ず
、
加
入
の
際
の
加
入
金
の
徴
収
を
免
除
し
、
脱
退
の
場
合
に
持
分
の
譲
渡
を
禁
ず
る
と
い
う
方
法

で
新
規
加
入
を
容
易
に
し
て
も
、
現
行
法
上
の
問
題
は
な
い
と
し
た
。

（
11
）
法
務
省
「
証
券
取
引
法
第
八
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
の
法
務
省
の
見
解
」（
三
六
・
五
・
一
三
）

　

法
務
省
は
同
法
の
解
釈
に
つ
い
て
、
市
場
の
単
複
の
問
題
は
、
同
一
の
管
理
者
の
下
に
一
物
一
価
が
成
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
人

的
・
物
的
施
設
に
同
一
性
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
会
員
の
一
部
に
つ
い
て
議
決
権
に
制
限
を
付
す
る
か
ど
う
か

が
一
つ
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
な
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。

（
12
）
大
蔵
省
理
財
局
は
「
証
券
取
引
法
第
八
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
六
年
五
月
一
七
日
）

　

上
記
の
法
制
局
お
よ
び
法
務
省
の
見
解
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
八
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
一
物
一
価
の
原
則
、
管
理
施
設
の
同

一
性
、
構
成
単
位
（
会
員
）
の
同
一
性
が
要
点
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
具
体
的
に
会
員
の
同
一
性
を
ど
う
担
保
す
る
か
に

焦
点
が
絞
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
加
入
に
際
し
て
の
加
入
金
の
徴
収
を
免
除
す
る
代
わ
り
に
、
脱
退
の
際
の
譲
渡
を
禁
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ず
る
措
置
は
、
議
決
権
や
取
引
の
権
利
の
よ
う
な
基
本
的
な
要
素
で
は
な
い
た
め
、
同
一
性
を
判
断
す
る
際
の
支
障
と
は
な
ら
な
い

と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
加
入
金
の
徴
収
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
新
し
く
第
二
部
市
場
に
参
加
す
る
こ
と
に

な
る
地
方
業
者
の
費
用
負
担
に
対
す
る
拒
否
感
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
） 

大
蔵
省
理
財
局
「
証
券
取
引
所
の
一
部
会
員
に
対
す
る
業
務
範
囲
及
び
表
決
権
の
制
限
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
六
年
五
月
一

七
日
決
裁
）

　

こ
の
文
書
で
は
、
第
二
市
場
部
の
設
置
に
あ
た
り
、
一
部
の
会
員
に
対
し
て
第
二
市
場
部
に
お
け
る
売
買
取
引
に
限
定
す
る
よ
う

な
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と
明
言
さ
れ
る
と
と
も
に
、
会
員
組
織
と
し
て
の
社
団
法
人
的
な
性
格
か
ら
、
一
部
の
会
員
か
ら
議
決
権
や

表
決
の
機
会
を
全
く
奪
う
よ
う
な
定
め
を
置
く
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
議
論
を
経
て
、
証
券
取
引
審
議
会
は
、
同
年
五
月
、
取
引
所
に
第
二
市
場
部
を
併
設
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、

大
蔵
大
臣
に
意
見
書
「
集
団
的
店
頭
取
引
の
組
織
化
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
六
年
六
月
七
日
）
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
論
点
整
理
を
行
っ
た
う
え
で
、
早
急
な
組
織
化
が
目
下
の
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
現
在
の
証
券
取
引
所
に
第
二
市

場
部
を
設
け
る
こ
と
が
「
現
実
的
な
解
決
策
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

４　

証
券
業
界

　

ま
ず
、
大
手
証
券
の
動
向
と
し
て
は
、
大
和
証
券
の
経
営
対
応
が
興
味
深
い
。
同
社
は
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
四
月
末
、

公
開
会
社
を
専
門
に
担
当
す
る
第
二
事
業
法
人
部
を
新
設
し
、
同
年
七
月
に
は
、
よ
り
総
合
的
か
つ
統
一
的
な
引
受
活
動
の
推
進
を

目
的
と
す
る
引
受
審
議
会
を
社
内
に
設
置
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
で
は
、
上
場
銘
柄
の
幹
事
獲
得
に
対
す
る
方
針
・
方
法
だ
け
で
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な
く
、
新
規
公
開
銘
柄
の
開
拓
方
針
・
方
法
お
よ
び
そ
の
可
否
な
ど
が
審
議
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
新
規
の
店
頭
銘
柄
獲
得
が
引
受
業

務
の
根
幹
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
背
景
と
し
て
、
同
社
の
主
幹
事
銘
柄
が
他
の

大
手
証
券
に
比
べ
て
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
他
の
大
手
証
券
に
つ
い
て
は
、
社
史
等
の
史
料
的
根
拠

は
見
当
た
ら
な
い
が
、
別
表
を
み
る
と
、
店
頭
取
扱
承
認
銘
柄
一
八
五
銘
柄
の
う
ち
、
山
一
五
三
社
、
日
興
四
四
社
、
野
村
一
八
社
、

大
和
一
四
社
と
な
っ
て
お
り
、
各
社
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
店
頭
銘
柄
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。

　

次
に
、
大
手
証
券
四
社
が
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
三
月
二
二
日
に
そ
ろ
っ
て
店
頭
売
買
承
認
を
得
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
時
期
は
大
蔵
省
お
よ
び
証
券
取
引
審
議
会
に
お
け
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
何
ら
か
の
背
景
的
事

由
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、当
時
の
大
手
証
券
は
業
容
を
拡
大
さ
せ
て
お
り
、上
場
に
相
当
す
る
経
営
規
模
と
な
っ

て
い
た
が
、
大
蔵
省
側
は
証
券
会
社
の
上
場
に
か
な
り
慎
重
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）21
（

。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
上
場
を
求
め
る
大

手
証
券
と
、
二
部
開
設
に
向
け
た
政
策
の
実
現
を
推
進
す
る
大
蔵
省
と
の
間
で
水
面
下
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る）22
（

。
後

述
す
る
よ
う
に
、
非
会
員
の
中
小
証
券
に
対
し
て
大
蔵
省
側
は
周
到
に
根
回
し
を
行
い
、
相
当
な
配
慮
を
行
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
大
手
証
券
に
対
し
て
も
同
様
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
中
小
証
券
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
お
く
と
、
集
団
的
店
頭
取
引
に
参
加
で
き
る
の
は
、
正
会
員
の
み
で
あ
り
、
資
力
等
を

理
由
に
、
非
会
員
業
者
の
参
加
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
非
会
員
業
者
の
参
加
要
望
は
強
く
、
た
び
た
び
取
引
参
加
の
要
望

を
提
出
し
て
お
り
、
そ
の
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
三
月
会
と
い
わ
れ
る
非
会
員
業
者
の
団
体
で
あ
る）23
（

。

　

こ
の
三
月
会
は
、東
京
証
券
業
協
会
に
対
し
て
た
び
た
び
参
加
の
要
望
を
提
出
し
て
お
り
、こ
の
要
望
を
受
け
て
、一
九
六
〇
（
昭

和
三
五
）
年
七
月
、
東
京
証
券
業
協
会
は
、
参
加
資
格
、
承
認
申
請
手
続
き
、
受
渡
し
保
証
金
の
預
託
、
禁
止
事
項
な
ど
、
具
体
的
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な
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
、
詳
細
な
申
合
（
案
）
お
よ
び
内
規
（
案
）
を
取
り
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
、
証
券
取
引
審
議
会
が
取
引
所
内

に
第
二
市
場
部
を
開
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
後
、
三
月
会
は
、
第
二
市
場
部
参
加
を
要
望
し
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
四
月

か
ら
東
京
証
券
取
引
所
非
会
員
四
社
（
興
和
証
券
、
城
南
証
券
、
山
之
手
証
券
、
三
田
証
券
）
の
参
加
が
実
現
し
て
い
る）24
（

。
そ
の
際
、

三
月
会
は
「
第
二
市
場
部
参
加
に
つ
い
て
の
要
望
」（
昭
和
三
六
年
六
月
二
七
日
）
に
お
い
て
、
店
頭
市
場
に
お
け
る
「
未
発
育
株

の
育
成
」
に
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）25
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
非
会
員
業
者
が
第
二
部
開
設
と
い
う
政
策
決
定
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
非
会
員
業
者
が
店
頭
市
場
に
お
け
る
「
未
発
育
株
の
育
成
」
を
担
い
、
店
頭
ブ
ー
ム
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
な
ら
ば
、

店
頭
取
引
を
取
引
所
に
吸
収
す
る
と
い
う
政
策
決
定
は
、
自
ら
の
市
場
を
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
危
機
感
を
高
め
た
可
能
性
が

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
示
す
資
料
は
見
当
た
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
流
れ
を
容
認
し
た
上
で
、

取
引
所
参
加
を
要
望
す
る
こ
と
に
ビ
ジ
ネ
ス
機
会
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
非
会
員
業
者
の
経
営
対
応
の
背
景
に
は
、
大
蔵
省
側
の
周
到
な
根
回
し
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
も

の
と
し
て
は
、「
一
九
六
一
年
一
月
二
五
日
に
大
蔵
省
が
中
小
証
券
代
表
者
と
の
懇
談
会
に
於
て
、第
二
取
引
場
設
置
の
意
向
を
示
唆
」

し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
懇
談
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
二
市
場
設
置
の
審
議
が
証
券
取
引
審
議
会
で
始
ま
る
前
か
ら
中
小

証
券
と
の
間
で
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
東
京
連
合
証
券
の
設
立
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
前
記
の

証
券
取
引
審
議
会
「
集
団
的
店
頭
取
引
の
組
織
化
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
六
年
六
月
七
日
）
の
中
に
、
第
二
部
市
場
開
設
後
「
…
各

地
の
非
会
員
の
業
務
が
、種
々
の
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、（
中
略
）
こ
れ
ら
の
者
が
何
ら
か
の
形
、た
と
え
ば
、

個
々
に
は
資
力
、
信
用
の
点
で
問
題
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
の
連
合
体
を
作
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
新
た
な
有
価
証
券
市
場
に
参

加
し
う
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
さ
れ
る）26
（

。
ま
た
、
こ
の
証
券
取
引
審
議
会
の
文
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書
に
対
し
て
、「
大
蔵
省
は
『
非
会
員
の
参
加
問
題
は
、
今
後
の
証
券
界
全
体
の
円
満
な
る
発
展
を
図
る
た
め
に
も
重
要
な
事
柄
で

あ
る
』
と
し
て
、
冒
頭
の
田
中
秀
雄
氏
を
は
じ
め
関
係
者
の
意
見
を
求
め
て
き
た
」
と
さ
れ
て
い
る）27
（

。
つ
ま
り
、
大
蔵
省
側
は
非
会

員
の
中
小
証
券
に
対
し
て
、
取
引
所
参
加
を
示
唆
す
る
こ
と
で
審
議
の
円
滑
化
を
図
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

５　

発
行
会
社

　

当
時
の
発
行
会
社
側
が
二
部
市
場
開
設
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
向
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
経
済
団
体
連
合
会
事
務
局

長
・
堀
越
禎
三
が
発
行
会
社
側
の
意
見
集
約
と
し
た
メ
モ
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、「
現
在
の
集
団
的
店
頭
取
引
市
場

に
お
け
る
取
引
を
正
規
の
市
場
に
お
け
る
取
引
と
す
る
た
め
、
取
引
所
を
開
設
す
る
必
要
が
あ
る）28
（

」
と
し
て
、
店
頭
市
場
の
取
引
所

へ
の
移
行
に
同
意
・
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
公
正
な
価
格
形
成
と
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
と
と
も

に
、
売
買
管
理
の
強
化
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
、
②
店
頭
承
認
銘
柄
は
保
険
会
社
の
投
資
や
投
資
信
託
の
組
み
入
れ
が
原
則
と
し
て

認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
株
主
の
安
定
化
に
支
障
が
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
、
前
者
で
は
買
占
め
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、
既
存
の
取
引
所
内
に
第
二
部
市
場
を
開
設
し
、
第
一
部
と
は
異

な
る
上
場
基
準
お
よ
び
売
買
管
理
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
部
市
場
を
優
良
銘
柄
、
第
二
部
市
場
は
二
流
会
社
と
い
う

印
象
が
強
く
出
る
と
、
銀
行
借
り
入
れ
や
社
債
発
行
に
不
利
と
な
る
こ
と
か
ら
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
当
時
の
発
行
会
社
側
の
利
害
や
立
場
な
ど
か
ら
考
え
る
と
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

６　

二
部
市
場
開
設
後
の
状
況

　

市
場
第
二
部
開
設
後
の
概
況
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
理
財
局
の
文
書
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
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を
元
に
概
況
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る）29
（

。

　

ま
ず
、
二
部
市
場
開
設
時
は
、
全
般
的
に
株
価
は
低
迷
し
て
い
た
が
、
二
部
銘
柄
は
お
お
む
ね
上
昇
傾
向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
一

九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
一
〇
月
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
翌
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
一
二
月
一
三
五
・
六
と
な
っ
て
お
り
、

一
部
の
一
〇
四
・
六
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る）30
（

。

　

次
に
、
二
部
銘
柄
は
一
部
銘
柄
に
比
し
て
著
し
く
低
利
回
り
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
記
期
間
中
の
一
部
銘
柄
の
加

重
平
均
利
回
り
が
お
お
む
ね
五
・
一
七
〜
七
・
四
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
部
銘
柄
は
二
・
二
九
〜
四
・
〇
三
％
と
三
ポ
イ
ン
ト

超
の
開
き
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
売
買
回
転
率
に
つ
い
て
は
、
同
期
間
中
の
一
部
銘
柄
が
四
二
・
七
〜
一
〇
二
・
七
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
部
銘
柄
は
三

二
・
五
〜
一
四
四
・
九
で
あ
り
、
一
〇
〇
％
を
上
回
る
月
が
一
五
か
月
中
五
か
月
を
占
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
売
買
状
況
の
下
、
ス
ト
ッ
プ
高
と
な
る
銘
柄
が
多
く
、
東
証
理
事
長
か
ら
会
員
証
券
業
者
に
対
し
て
健
全
な
市
場
育

成
に
協
力
す
る
よ
う
警
告
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
に
、
第
二
部
の
上
場
会
社
数
は
、
同
期
間
中
、
東
証
で
は
第
一
部
六
六
一
銘
柄
か
ら
七
〇
六
銘
柄
と
四
五
銘
柄
増
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
第
二
部
は
三
二
五
銘
柄
か
ら
四
七
七
銘
柄
と
、
一
五
二
銘
柄
と
約
一
・
五
倍
に
著
増
し
て
い
る
。
同
様
に
、
大
証
で
も

第
一
部
は
五
六
八
銘
柄
か
ら
五
九
五
銘
柄
に
二
七
銘
柄
増
に
対
し
て
、
第
二
部
は
一
七
一
銘
柄
か
ら
二
一
六
銘
柄
に
四
五
銘
柄
増
、

名
証
で
も
第
一
部
三
五
九
銘
柄
か
ら
三
六
八
銘
柄
に
九
銘
柄
増
に
対
し
て
、
第
二
部
は
五
八
銘
柄
か
ら
八
一
銘
柄
へ
と
二
三
銘
柄
増

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
店
頭
市
場
が
取
引
所
第
二
部
に
移
行
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
店
頭
ブ
ー
ム
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
と
と
も
に
、
中
堅
企
業
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
資
金
調
達
市
場
と
し
て
の
機
能
が
阻
害
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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む
し
ろ
大
蔵
省
理
財
局
や
証
券
取
引
審
議
会
の
「
順
調
な
発
展
を
た
ど
っ
て
き
た
」
と
い
う
評
価）31
（

は
、
あ
る
程
度
妥
当
な
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
二
部
市
場
開
設
に
関
す
る
政
策
決
定
の
推
移
と
開
設
後
の
状
況
を
考
察
し
た
結
果
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
政
策
決
定
は
、
大
蔵
省
の
独
断
専
行
で
は
な
く
、
業
界
も
含
め
た
合
意
形
成
の
下
に
政
策
決
定
が
行
わ
れ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
東
証
で
あ
り
、
そ
の
後
大
蔵
省
が
議
論
を
主
導
し
、
証
券
業
界
も
こ
れ
に
追
随
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
流
れ
を
発
行
会
社
側
も
支
持
し
た
と
い
う
構
図
が
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
二
部
市
場
開
設
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
市
場
構
造
が
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
は
可
能
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
当
時
の
政
策
判
断
を
誤
り
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

上
記
の
よ
う
に
二
部
市
場
開
設
後
の
市
場
状
況
は
む
し
ろ
活
発
化
し
て
お
り
、
む
し
ろ
発
行
会
社
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
面
が
少
な
く

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
市
場
と
い
う
側
面
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
発
展
し
た
と
い

う
見
方
も
で
き
る
。

　

第
三
に
、
今
日
の
問
題
関
心
か
ら
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
非
上
場
か
上
場
か
と
い
う
受
け
皿
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
新
興

市
場
に
対
す
る
規
制
の
発
想
で
あ
ろ
う
。
こ
の
政
策
論
議
で
は
、
新
興
企
業
の
株
式
を
「
未
発
育
株
」
と
称
し
、「
厳
格
な
管
理
下
」

と
い
う
言
い
回
し
が
頻
出
し
て
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
市
場
を
管
理
す
る
と
い
う
発
想
が
定

着
し
、
規
制
強
化
に
よ
っ
て
健
全
な
育
成
を
図
る
と
い
う
政
策
が
明
確
化
し
、
そ
の
後
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
問
わ

れ
る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
政
策
思
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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﹇
謝
辞
﹈
本
章
執
筆
に
際
し
て
は
、
二
上
季
代
司
氏
（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
）
お
よ
び
小
林
和
子
氏
（
同
）
よ
り
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
戦
後
の
証
券
史
に
つ
い
て
は
、
故
熊
野
剛
雄
先
生
に
様
々
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
稿
は
、
桃
山
学
院
大
学
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
連
二
七
七
：
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
可
能
性
）
の
成
果
の
一
つ
で
す
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
支
援
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）　 

大
蔵
省
理
財
局
「
店
頭
市
場
の
現
状
と
問
題
点
（
未
定
稿
）」（
昭
和
三
六
年
二
月
二
二
日
）、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦

後
編
』
第
八
巻
、
一
五
七
頁

（
２
）　 

東
証
才
取
会
員
協
会
﹇
一
九
九
〇
﹈『
才
取
史
』
東
証
才
取
会
員
協
会
、一
九
九
〇
年
、二
一
七
頁
。
な
お
、同
書
に
は
、当
時
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
、
取
引
の
活
発
化
に
伴
い
、
事
務
所
内
に
電
話
を
多
数
設
置
し
た
た
め
、
取
引
所
と
変
わ
ら
な
い
外
観
を
呈
す
る
に
至
り
、
事

務
所
内
を
窓
越
し
に
見
た
、
東
証
監
理
官
か
ら
注
意
さ
れ
た
た
め
、
窓
ガ
ラ
ス
に
ペ
ン
キ
を
塗
っ
て
外
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
と
い

う
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
取
引
所
類
似
行
為
と
さ
れ
る
懸
念
を
伝
え
て
お
り
、
興
味
深
い
。

（
３
）　 

以
下
の
店
頭
市
場
の
取
引
規
則
な
ど
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
に
大
蔵
省
理
財
局
「
店
頭
市
場
の
現
状
と
問
題
点
（
未
定
稿
）」（
昭
和
三

六
年
二
月
二
二
日
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
煩
瑣
に
な
る
た
め
各
箇
所
の
注
記
は
省
略
し
た
。

（
４
）　 

前
掲
、
大
蔵
省
理
財
局
、
一
五
七
頁

（
５
）　 

前
掲
、
大
蔵
省
理
財
局
、
一
五
七
頁

（
６
）　 

日
本
短
波
放
送
「
店
頭
市
況
放
送
室
設
置
場
所
借
用
御
願
の
件
」（
昭
和
三
六
年
二
月
二
〇
日
）、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
第
八
巻
、
一
五
五
頁



（23）

（
７
）　 

前
掲
、
東
証
才
取
会
員
協
会
、
二
一
五
〜
二
一
七
頁

（
８
）　 

日
興
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
編
纂
室
﹇
一
九
七
〇
﹈『
日
興
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
日
興
證
券
株
式
会
社
、一
九
七
〇
年
、四
九
二
頁

（
９
）　 

東
京
証
券
業
協
会
「
品
薄
、
値
が
さ
株
等
の
店
頭
売
買
に
つ
い
て
お
願
い
の
件
」（
昭
和
三
六
年
一
月
三
一
日
）、
小
林
和
子
監
修
『
日
本

証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
第
八
巻
、
一
五
二
頁

（
10
）　 

前
掲
、
東
証
才
取
会
員
協
会
、
二
二
〇
頁

（
11
）　 

東
京
証
券
業
協
会
「
実
栄
証
券
株
式
会
社
の
店
頭
に
お
け
る
株
式
売
買
の
場
所
拡
張
に
つ
い
て
御
依
頼
の
件
（
昭
和
三
五
年
一
〇
月
三

日
）」、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
第
八
巻
、
一
四
四
〜
一
四
五
頁

（
12
）　 

東
京
連
合
証
券
『
東
京
連
合
証
券
株
式
会
社
十
年
史
』
東
京
連
合
証
券
株
式
会
社
、
一
九
七
三
年
も
店
頭
市
場
の
組
織
化
に
関
す
る
議
論

が
浮
上
し
た
の
は
、
一
九
五
七
年
三
月
、
東
亜
石
油
の
買
占
め
事
件
が
表
面
化
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
上
場
銘
柄
の
再
検
討
と
上
場
廃

止
基
準
の
設
定
が
急
務
と
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
し
て
い
る
（
九
頁
）。

（
13
）　 

東
京
証
券
取
引
所
『
東
京
証
券
取
引
所
五
〇
年
史
』
株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所
、
二
五
三
頁

（
14
）　

前
掲
、
東
京
連
合
証
券
、
九
頁

（
15
）　 

野
村
證
券
五
〇
年
史
編
纂
委
員
会
『
野
村
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
野
村
證
券
株
式
会
社
、
一
九
七
六
年
、
四
八
〇
頁

（
16
）　

前
掲
、
東
京
証
券
取
引
所
、
二
五
四
頁

（
17
）　

同
上
、
二
五
四
頁

（
18
）　 

前
掲
、『
野
村
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
四
八
一
頁

（
19
）　 

こ
こ
で
は
、
先
行
事
例
と
し
て
パ
リ
取
引
所
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
一
六
二
頁
）。

（
20
）　 

資
料
の
注
釈
に
よ
る
と
、「
資
料
所
在
等
か
ら
の
判
断
」
と
さ
れ
て
い
る
（
一
六
八
頁
）。
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（
21
）　 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
『
野
村
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
は
、「
取
引
所
再
開
当
時
、
総
司
令
部
の
意
向
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ

で
も
証
券
業
者
の
株
式
が
未
公
開
で
あ
る
こ
と
や
、
公
開
す
る
と
投
機
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
か
ら
、
日
本
の
証
券
会
社
の
株
式
公

開
に
反
対
で
あ
り
、
大
蔵
省
も
こ
の
方
針
を
う
け
つ
い
で
い
た
」（
四
九
三
〜
四
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、『
大
和
証
券
百
年
史
』
三

五
五
頁
お
よ
び
『
日
興
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』（
五
一
六
頁
）
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
22
）　 

こ
の
時
期
に
公
開
に
踏
み
切
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、『
野
村
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
は
、
一
九
六
一
年
三
月
に
大
手
四
社
が
倍
額
増

資
を
行
う
に
際
し
、
株
主
お
よ
び
一
般
投
資
家
か
ら
も
公
開
を
望
む
声
が
強
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
（
四
九
四
頁
）。
ま
た
、『
大
和
證
券

百
年
史
』三
五
五
頁
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、ど
の
社
史
に
も
大
蔵
省
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
何
ら
の
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
。

（
23
）　 

こ
の
団
体
は
、
会
長
・
田
中
秀
雄
（
田
中
証
券
社
長
）
が
設
立
代
表
発
起
人
と
な
り
、
非
会
員
業
者
三
二
社
を
取
り
ま
と
め
て
、
一
九
六

一
年
一
二
月
二
五
日
に
東
京
連
合
証
券
を
設
立
す
る
。
同
社
の
設
立
趣
旨
は
、
取
引
所
会
員
の
資
格
取
得
で
あ
り
、
一
九
六
二
年
一
月
に

東
京
証
券
取
引
所
の
新
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　 

前
掲
、
東
京
連
合
証
券
、
一
〇
頁

（
25
）　 

三
月
会
「
第
二
市
場
部
参
加
に
つ
い
て
の
要
望
」（
昭
和
三
六
年
六
月
二
七
日
）、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
第
八

巻
、
一
九
三
頁

（
26
）　 

前
掲
、
東
京
連
合
証
券
、
二
三
頁

（
27
）　 

前
掲
、
東
京
連
合
証
券
、
二
三
〜
二
四
頁

（
28
）　 

経
済
団
体
連
合
会
（
堀
越
禎
三
）﹇
一
九
六
一
﹈「
集
団
的
店
頭
取
引
に
関
す
る
株
式
発
行
会
社
側
の
意
見
要
約
（
メ
モ
）」
一
九
六
一
年

五
月
頃
、
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料　

戦
後
編
』
第
八
巻
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁

（
29
）　 

大
蔵
省
理
財
局
「
市
場
第
二
部
発
足
後
の
概
況
（
昭
和
三
八
年
二
月
六
日
）」、
大
蔵
省
理
財
局
『
第
二
回
理
財
局
証
券
年
報
』
昭
和
三
九
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年
版
、
一
九
六
四
年
、
八
五
〜
八
六
頁

（
30
）　 

野
村
證
券
五
〇
年
史
編
纂
委
員
会
﹇
一
九
七
六
﹈『
野
村
證
券
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
野
村
證
券
株
式
会
社
、
一
九
七
六
年
に
よ
る
と
、

第
二
部
ダ
ウ
は
、
開
設
時
点
二
五
七
円
五
〇
銭
で
始
ま
り
、
年
末
に
は
二
六
五
円
五
銭
（
二
・
九
％
高
）、
開
設
一
年
後
の
一
九
六
二
年

九
月
末
に
は
、
三
七
二
円
九
一
銭
（
四
四
・
八
高
）
に
達
し
た
反
面
、
第
一
部
は
下
落
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
六
％
、
五
・
一
％

の
下
落
を
記
録
し
、
そ
の
格
差
が
著
し
く
拡
大
し
た
と
し
て
い
る
（
四
八
五
頁
）。

（
31
）　 

前
掲
、
大
蔵
省
理
財
局
、
一
九
六
四
年
、
九
七
頁
お
よ
び
一
〇
二
頁

別
表
　
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
一
覧
表

（
1955年

10月
10日
現
在
）

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

銀
行
・
保
険
静
岡
銀
行

静
岡
県

日
興

大
和

北
陸
銀
行

富
山
県

山
一

日
興

太
陽
火
災
海
上
保
険

東
京
都

日
興

角
丸

富
士
火
災
海
上
保
険

大
阪
府

野
村

日
東

鉄
道
・
運
輸
新
京
成
電
鉄

千
葉
県

丸
宏

日
東

駿
豆
鉄
道

静
岡
県

日
興

偕
成

日
本
航
空

東
京
都

山
一

日
興

日
本
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
輸
送
東
京
都

日
興

角
丸

鉱
業

土
肥
工
業

静
岡
県

山
叶

山
一

葡
萄
鉱
山

東
京
都

高
井

山
二

新
鉱
業
開
発

東
京
都

日
興

角
丸

油
谷
鉱
業

東
京
都

合
同

三
栄

報
国
鉱
業

東
京
都

田
林

小
柳

麻
生
産
業

福
岡
県

山
一

日
本
勧
業

帝
国
硫
黄
鉱
業

東
京
都

日
興

金
十

日
本
硫
黄

東
京
都

大
和

小
野

鳴
子
硫
黄

東
京
都

山
一

八
千
代

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

造
船
・
造
機
富
士
重
工
業

東
京
都

山
一

日
興

東
急
車
輛
製
造

神
奈
川
県

山
一

内
外
徳
田

日
本
輸
送
機

京
都
府

日
興

六
鹿

自
動
車
鋳
物

神
奈
川
県

帝
国
自
動
車
工
業

神
奈
川
県

関
東
自
動
車
工
業

神
奈
川
県

野
村

日
東

日
本
ギ
ア
工
業

東
京
都

日
興

角
丸

自
動
車
部
品
製
造

神
奈
川
県

丸
宏

小
田

東
京
ラ
ヂ
エ
ー
タ
ー
製
造
神
奈
川
県

丸
宏

田
林

東
洋
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

東
京
都

大
和

三
沢
屋

民
生
デ
イ
ゼ
ル
工
業

埼
玉
県

大
和

山
叶

浦
賀
玉
島
デ
イ
ゼ
ル
工
業
東
京
都

山
一

内
外
徳
田

萱
場
工
業

東
京
都

山
一

大
東

本
田
技
研
工
業

東
京
都

日
興

山
一

川
崎
航
空
機
工
業

兵
庫
県

山
一

内
外
徳
田

新
立
川
航
空
機

東
京
都

日
興

山
一

日
本
航
空
整
備

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

富
士
精
密
工
業

東
京
都

日
興

角
丸

高
野
精
密
工
業

愛
知
県

山
一

内
外
徳
田

金
城
鑿
岩
機
製
造

愛
知
県

大
和

三
沢
屋

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
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次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

造
船
・
造
機
岩
手
富
士
産
業

東
京
都

日
興

千
代
田

園
池
製
作
所

東
京
都

合
同

三
栄

品
川
製
作
所

東
京
都

明
和

高
井

金
門
製
作
所

東
京
都

日
興

角
丸

桜
田
機
械
工
業

東
京
都

角
丸

小
柳

横
河
橋
梁
製
作
所

東
京
都

野
村

日
東

品
川
精
機

石
川
県

大
和

三
沢
屋

東
京
衡
機
製
造
所

東
京
都

合
同

三
栄

石
川
製
作
所

石
川
県

山
一

大
阪
商
事

帝
国
ピ
ス
ト
ン
リ
ン
グ

東
京
都

日
興

角
丸

安
立
電
気

東
京
都

大
和

三
沢
屋

タ
ツ
タ
電
線

大
阪
府

日
興

角
丸

興
国
鋼
線
索

東
京
都

日
興

六
鹿

岩
崎
通
信
機

東
京
都

山
一

野
村

早
川
電
機
工
業

大
阪
府

野
村

大
和

東
京
通
信
工
業

東
京
都

野
村

山
一

国
際
電
気

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

第
一
電
工

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

日
本
電
興

東
京
都

大
和

三
沢
屋

東
京
シ
ヤ
リ
ン
グ

東
京
都

丸
宏

大
東

プ
レ
ス
工
業

神
奈
川
県

野
村

大
阪
商
事

日
本
蓄
電
池
製
造

東
京
都

内
外
徳
田
三
興

オ
リ
エ
ン
ト
時
計

東
京
都

日
興

角
丸

マ
ミ
ヤ
光
機

東
京
都

日
興

角
丸

大
阪
金
属
工
業

大
阪
府

山
一

大
和

リ
ツ
カ
―
ミ
シ
ン

東
京
都

日
興

偕
成

日
本
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

東
京
螺
子
製
作
所

東
京
都

日
興

中
外

日
本
蒸
溜
工
業

東
京
都

山
一

小
柳

日
米
富
士
自
転
車

東
京
都

山
一

丸
宏

日
本
バ
ル
ブ
製
造

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

日
本
起
重
機
製
作
所

東
京
都

大
和

角
丸

日
新
工
業

神
奈
川
県

日
興

千
代
田

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

造
船
・
造
機
電
業
社
機
械
製
作
所

東
京
都

日
興

角
丸

鉄
鋼
・
金
属
東
北
特
殊
鋼

宮
城
県

丸
宏

小
田

大
阪
チ
タ
ニ
ウ
ム

兵
庫
県

合
同

東
短

日
本
チ
タ
ニ
ウ
ム

東
京
都

日
興

東
邦
チ
タ
ニ
ウ
ム

東
京
都

日
興

山
一

大
同
鋼
板

大
阪
府

野
村

日
東

栃
木
化
学
工
業

兵
庫
県

日
興

角
丸

日
本
金
属
チ
タ
ン
精
錬

東
京
都

八
千
代

大
同

繊
維

埼
玉
紡
績

埼
玉
県

山
一

日
本
産
業

中
央
毛
織

愛
知
県

山
一

大
阪
屋

東
洋
パ
ル
プ

東
京
都

大
和

大
阪
商
事

津
島
毛
糸
紡
績

愛
知
県

日
興

千
代
田

日
本
合
成
繊
維

岐
阜
県

八
千
代

山
一

食
品

富
士
製
粉

静
岡
県

山
一

内
外
徳
田

東
福
製
粉

福
岡
県

山
一

山
叶

日
本
農
産
工
業

神
奈
川
県

三
伸

東
邦
酒
類

東
京
都

野
村

光
亜

太
陽
醸
造

東
京
都

角
丸

合
同

養
命
酒
製
造

長
野
県

日
興

大
沢

大
国
葡
萄
酒

東
京
都

丸
宏

山
一

フ
ジ
製
糖

静
岡
県

野
村

角
丸

日
本
精
糖

東
京
都

内
外

大
七

新
光
製
糖

大
阪
府

山
一

大
阪
商
事

エ
ス
ビ
ー
食
品

東
京
都

山
叶

日
東

中
村
屋

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

駿
河
屋

和
歌
山
県

大
和

三
沢
屋

水
産

東
都
水
産

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

化
学

日
新
電
化

東
京
都

山
一

小
柳

関
東
電
化
工
業

東
京
都

六
鹿

小
柳

川
口
化
学
工
業

東
京
都

江
口

小
田

蘇
東
興
業

愛
知
県

玉
塚

山
崎

日
本
ゼ
オ
ン

東
京
都

野
村

山
一

大
日
精
化
工
業

東
京
都

角
丸

山
一
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業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

化
学

日
本
触
媒
化
学
工
業

大
阪
府

野
村

日
東

万
有
製
薬

東
京
都

角
丸

山
文

中
外
製
薬

東
京
都

野
村

日
東

和
光
堂

東
京
都

大
和

三
沢
屋

諸
工
業

東
洋
木
材
防
腐

大
阪
府

日
本
勧
業

日
東
製
紙

東
京
都

山
文

松
井

三
島
製
紙

東
京
都

山
一

日
興

大
昭
和
製
紙

静
岡
県

日
興

角
丸

福
岡
製
紙

福
岡
県

山
一

日
興

千
代
田
紙
業

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

巴
川
製
紙
所

東
京
都

野
村

日
東

高
千
穂
製
紙

福
岡
県

日
興

東
光

日
本
製
紙

東
京
都

山
一

角
丸

中
越
パ
ル
プ
工
業

東
京
都

山
一

大
阪
屋

大
日
本
セ
ロ
フ
ア
ン

大
阪
府

山
一

内
外
徳
田

東
京
セ
ロ
フ
ア
ン

東
京
都

日
興

角
丸

深
川
製
磁

佐
賀
県

日
興

角
丸

東
洋
フ
ア
イ
バ
ー

東
京
都

山
一

小
柳

日
本
ア
ス
ベ
ス
ト

東
京
都

山
一

山
叶

日
本
硝
子

東
京
都

山
一

日
興

秩
父
セ
メ
ン
ト

東
京
都

山
一

丸
宏

三
菱
セ
メ
ン
ト

東
京
都

日
興

山
一

日
東
タ
イ
ヤ

東
京
都

山
一

丸
宏

興
国
化
学
工
業

東
京
都

日
興

大
沢

共
同
印
刷

東
京
都

日
興

角
丸

明
治
製
革

東
京
都

野
村

日
東

河
合
楽
器
製
作
所

静
岡
県

東
短

丸
宏

日
米
金
属
建
物

東
京
都

日
東

室
町

日
本
国
土
開
発

東
京
都

日
興

成
瀬

日
本
製
箔

大
阪
府

日
興

角
丸

商
業

東
急
不
動
産

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

乾
倉
庫

東
京
都

東
京
中
央
倉
庫

東
京
都

日
興

大
阪
屋

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

商
業

東
亜
港
湾
工
業

東
京
都

大
東

山
文

東
邦
物
産

東
京
都

野
村

日
東

浅
野
物
産

東
京
都

日
東

大
東

永
和
商
事

東
京
都

野
村

日
東

相
互
貿
易

東
京
都

野
村

日
東

大
洋

東
京
都

日
興

角
丸

新
興
産
業

大
阪
府

野
村

大
阪
商
事

西
華
産
業

福
岡
県

大
和

三
沢
屋

中
央
通
商

東
京
都

日
興

角
丸

松
屋

東
京
都

伊
勢
丹

東
京
都

丸
栄

愛
知
県

山
一

内
外
徳
田

帝
国
ホ
テ
ル

東
京
都

ア
ム
バ
サ
ダ
ー
ホ
テ
ル

東
京
都

角
丸

大
沢

富
士
観
光

東
京
都

ラ
ジ
オ
東
京

東
京
都

山
一

野
村

ト
ヨ
タ
自
動
車
販
売

愛
知
県

野
村

日
東

東
京
日
産
自
動
車
販
売

東
京
都

山
一

内
外
徳
田

片
倉
肥
料

東
京
都

小
柳

山
一

興
業

吉
本
興
業

大
阪
府

山
一

内
外
徳
田

キ
ラ
ラ
興
業

東
京
都

日
本
野
球
連
盟

東
京
都

取
扱
銘
柄

新
日
本
海
運

東
京
都

不
二
越
鉱
業

富
山
県

佐
世
保
船
舶
工
業

東
京
都

横
浜
造
船
車
輛

神
奈
川
県

オ
オ
タ
自
動
車
工
業

東
京
都

津
上
製
作
所

東
京
都

高
砂
鉄
工

東
京
都

尼
崎
製
鋼
所

兵
庫
県

東
洋
繊
維

東
京
都

渡
辺
製
菓

東
京
都

八
洲
化
学

東
京
都

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
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（
ま
つ
お　

じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

取
扱
銘
柄

岩
手
窯
業
鉱
山

東
京
都

日
新
耐
火
工
業

東
京
都

明
光
商
事

東
京
都

東
洋
航
空
工
業

神
奈
川
県

塩
水
港
精
糖

東
京
都

日
本
製
網

東
京
都

台
湾
銀
行

東
京
都

＊

朝
鮮
銀
行

東
京
都

＊

三
井
本
社

東
京
都

＊

昭
和
飛
行
機
工
業

東
京
都

立
飛
企
業

東
京
都

業
種

社
名

本
社
所
在
地

紹
介
会
社

取
扱
銘
柄

旧
三
菱
重
工
業

東
京
都

＊

日
本
建
鉄

東
京
都

国
際
航
空

東
京
都

川
南
工
業

長
崎
県

旧
正
金
銀
行

東
京
都

＊

（
注
）
１
．
 承
認
会
社
158社

、
取
扱
会
社
27社
、
計
185社

２
．

＊印
は
清
算
事
務
所
所
在
地

（
資
料
）
東
京
証
券
業
協
会
「
店
頭
売
買
承
認
銘
柄
一
覧
表
」（
昭
和
30年
10月

10日
現
在
）

（
出
所
）
小
林
和
子
監
修
『
日
本
証
券
史
資
料
　
戦
後
編
』
第
９
巻
、
日
本
証
券
経

済
研
究
所
、
120～

127頁


